
短期払養老保険について 

１．商品の概要 

保険料払込後一定の据置期間を設け、保険料払込期間を保険期間より短く設定できるようにし、貯

蓄性を高めます。 

具体的には、保険期間が１０年～２０年の普通養老保険について、５年、１０年又は１５年の保険

料払込期間を設定できるようにします。 

２．２０１５年１０月に取扱い開始を予定している商品 

２０１５年１０月に取扱いの開始を予定している短期払養老保険は、１０年払込１５年満期養老保

険です。 

＜仕組み図（１０年払込１５年満期養老保険）＞ 

※１ １０年払込１５年満期養老保険以外の商品については、お客さまからの要望や金利動向を踏

まえ、検討して参ります。 

※２ 現行の全期間払込みの普通養老保険については、１０年払込１５年満期養老保険販売後もこ

れまで同様に販売します。 
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